
令
和
七
年
度
第
二
回
拡
大
役
員
会
会
長
挨
拶 

班
長
・
副
班
長
の
皆
様
に
は
、
日
頃
か
ら
町
会
運
営
に
ご
理
解

と
ご
協
力
を
頂
き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
日
は
、
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
、「
令
和
七
年
度
第
二
回
拡
大
役

員
会
」に
ご
出
席
し
て
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
年
も
早
い
も
の
で
、
残
す
と
こ
ろ
二
ケ
月
を
切
り
ま
し
た
。 

町
内
情
報
共
有
の
一
環
と
し
て
毎
月
発
行
し
て
い
ま
す「
町
会

便
り
」は
、
今
年
の
九
月
に
３
０
０
号
を
発
行
し
ま
し
た
。 

２
０
０
１
年
十
月
に
第
一
号
を
発
行
し
て
か
ら
二
十
数
年
間
班

長
・
副
班
長
の
皆
様
の
ご
尽
力
に
よ
り
各
戸
に
も
れ
な
く
配
布
し

て
頂
い
た
お
陰
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。 

記
念
と
し
て「
町
会
布
袋
」を
作
成
し
、
皆
様
に
お
礼
の
気
持
ち

を
込
め
て
、
お
配
り
い
た
し
ま
す
の
で
愛
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

町
会
行
事
は
、
四
月
の「
防
災
訓
練
を
兼
ね
た
町
内
の
お
花
見
」

を
皮
切
り
に
、
七
月
に
は
、
猛
暑
の
な
か
で
の「
駆
虫
剤
散
布
」
を

行
い
ま
し
た
。 

イ
ベ
ン
ト
関
連
で
は
、「
旧
高
円
寺
二
丁
目
祭
礼
会
」・「
天
祖
神

社
縁
日
ま
つ
り
」を
近
隣
の
町
会
と
協
働
で
実
施
し
ま
し
た
。  

 

防
災
関
連
で
は
、
高
円
寺
連
合
支
部
主
催
の「
合
同
防
災
訓

練
」
・「
杉
並
第
三
小
学
校
震
災
救
援
所
訓
練
」・「
杉
並
区
総
合
防

災
訓
練
」
な
ど
に
参
加
を
し
ま
し
た
。 

防
犯
関
連
で
は
、
毎
月「
町
内
パ
ト
ロ
ー
ル
と
地
域
清
掃
活
動
」

を
二
回
、「
町
内
パ
ト
ロ
ー
ル
」を
一
回
行
い
ま
し
た
。 

今
後
の
予
定
と
し
ま
し
て
は
、
十
一
月
三
十
日
（日
）開
催
予
定

の「
杉
っ
子
ま
つ
り
」
・
恒
例
の「
年
末
年
始
の
夜
警
パ
ト
ロ
ー
ル
」
・

来
年
二
月
十
五
日
（
日
）
に「
昔
遊
び
と
餅
つ
き
会
」
が
天
祖
神
社

で
開
催
さ
れ
ま
す
。 

今
年
度
も
全
て
の
行
事
が
、
無
事
終
了
出
来
ま
す
よ
う
祈
願
し

て
お
り
ま
す
。 

本
日
の
議
案
は
、
資
料
に
記
載
の
通
り
で
す
。
班
長
・副
班
長
の

皆
様
に
は
、
何
卒
忌
憚
の
無
い
活
発
な
ご
意
見
を
述
べ
ら
れ
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

町
会
役
員
は
、
す
っ
か
り
、
高
齢
化
し
て
お
り
ま
す
。
早
い
時
期 

に
、
現
役
員
が
元
気
な
う
ち
に
世
代
交
代
を
図
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
町
会
業
務
に
興
味
が
あ
る
方
は
、
是
非
、
協
力
し
て
頂
き
た

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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議
題 

一
． 

防
災
関
連 

 
 
 
 
 

（
担
当 

狩
野 

文
雄
） 

一
）杉
並
第
三
小
学
校
一
）震
災
救
援
所
訓
練 

十
月
二
十
五
日
（土
） 

午
前
十
時
か
ら
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

二
）令
和
七
年
度
の
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（Ｊ
ア
ラ
ー
ト
） 

の
放
送
予
定 

十
一
月
十
二
日
（水
）、
令
和
八
年
二
月
六
日(

金) 

午
前
十
一
時
か
ら 

三
）町
会
防
災
倉
庫
の
在
庫
確
認
・整
理 

十
月
十
五
日
（水
）か
ら
行
い
ま
し
た
。 

四
）杉
並
区
よ
り
、「
防
災
・防
犯
そ
な
え
よ
う 

す
ぎ
な
み 

 

選
べ
る
カ
タ
ロ
グ
」が
届
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

無
料
で
、
１
点
の
み
配
付
さ
れ
ま
す
。 

申
し
込
み
期
限
は
、 

十
一
月
三
十
日
で
す
の
で
、
早
め
に 

ハ
ガ
キ
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

五
）杉
並
区
総
合
震
災
訓
練
が
、
十
一
月
一
日
（土
） 

十
時
よ
り
、 

和
田
堀
公
園
競
技
場
で
開
催
さ
れ
ま
す
。 

                       
                            

二
．
防
犯
関
連 

 
 
 
 
 

（
担
当 

磯
崎 

隆
男
） 

杉
並
区
防
犯
機
器
等
購
入
補
助
事
業 

杉
並
区
で
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
等
の
防
犯
機
器
の
購
入
費
用
（設
置
費
用 

を
含
む
）を
補
助
し
て
い
ま
す
。 

補
助
対
象
機
器
（設
置
費
用
含
む
）の
３
／
４
を
補
助
（補
助
金
額
の 

上
限
三
万
円
） 

一
世
帯
一
回
限
り
・申
請
期
間
：令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
八
年 

三
月
二
日
ま
で 

補
助
事
業
の
概
要
は. 

一
．
補
助
申
請
（対
象
者
） 

・杉
並
区
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。
・ 

二
．
設
置
場
所 

杉
並
区
内
の
住
宅
で
あ
る
こ
と
。
・ 

三
．
補
助
対
象
機
器 

・防
犯
カ
メ
ラ
・カ
メ
ラ
付
き
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
・セ
ン
サ
ー 

ア
ラ
ー
ム
・防
犯
性
能
の
高
い
錠
・防
犯
砂
利 

等
々 

申
請
方
法 

・電
子
申
請
・郵
送
申
請
の
み 

補
助
事
業
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
杉
並
区
防
犯
機
器
等
購
入
補
助 

事
業
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

０
５
０—

３
８
２
１―

０
７
０ 

（ 

月
曜
日
～
金
曜
日
（祝
日
を
除
く
）午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）  

又
は
、
防
犯
担
当
役
員 

磯
崎
隆
男
理
事 

に
連
絡
し
て
下
さ
い
。 

 

 

 

 

２０２５号 

 １１月 

 ３０２号 

 



三
．
環
境
衛
生
関
連 

 
 

（
担
当 

大
田 

潤
） 

一
）
令
和
八
年
度 

駆
虫
剤
散
布
に
つ
い
て 

令
和
７
年
度
の
状
況
は
、
七
月
二
十
七
日
に
二
十
一
名
の
皆
様
に
参
加 

い
た
だ
き
、
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
開
始
後
気
温
が
三
十
一
℃
を
越
え
た 

た
め
に
、
一
時
間
程
度
の
活
動
に
な
り
ま
し
た
。 

令
和
八
年
度 

駆
虫
剤
散
布
に
つ
い
て
、
来
年
度
も
猛
暑
が
予
想
さ
れ 

ま
す
。
来
年
度
実
施
に
つ
い
て
、
役
員
中
心
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま 

し
た
。
今
後
、
皆
様
の
ご
意
見
を
頂
き
な
が
ら
、
来
年
度
四
月
を
め
ど
に 

計
画
を
立
て
る
予
定
で
す
。 

二
）
十
月
二
十
一
日
、
東
京
都
廃
棄
物
埋
立
処
分
場
及
び
大
谷
清 

運
株
式
会
社
に
て
、
廃
棄
物
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
回
収
の
見
学 

を
行
い
、
報
告
を
拡
大
役
員
会
で
行
い
ま
し
た
。 

三
）
資
源
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
回
収
の
内
容
変
更
の
お
知
ら
せ 

来
年
度
四
月
一
日
よ
り
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
出
し
方
が
変
わ
り
ま
す
。 

プ
ラ
の
日
（
木
曜
日 

缶
、
ビ
ン/

プ
ラ
） 

今
ま
で
容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
【
プ
ラ
マ
ー
ク
の
つ
い
た
も
の
】
を 

出
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
だ
け
で
で
き
た 

製
品
も
出
せ
ま
す
。 

 

例
、
お
も
ち
ゃ
、
保
存
容
器
、
歯
ブ
ラ
シ
、
フ
ォ
ー
ク
、
な
ど
を
資
源
プ 

ラ
ス
チ
ッ
ク
回
収
日
に
出
せ
ま
す
。（
ま
と
め
て
、
一
つ
の
袋
に
い
れ
て 

く
だ
さ
い
） 

出
せ
な
い
も
の 

電
池
を
含
む
も
の
、
汚
れ
た
も
の
、
医
療
用
樹
脂
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
金
属
を 

含
む
製
品 

ハ
ン
ガ
ー
な
ど
う
ち
わ 

紙
な
ど
を
含
む
も
の 

一
辺
が
３
０
セ
ン
チ
を
超
え
て
い
る
も
の 

資
源
回
収
で
き
な
い
プ
ラ
ご
み
の
出
し
方 

に
お
い
や
汚
れ
の
取
れ
な
い
も
の
（
簡
単
に
洗
っ
て
取
れ
な
い
状
況
） 

容
器
の
チ
ュ
ー
ブ
、
ト
レ
イ
、
食
材
容
器
、
金
属
や
紙
な
ど
の
つ
い
た
も 

の
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
ハ
ン
ガ
ー
、
う
ち
わ
＝
〉
等
は
、
可
燃
ご
み 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
で
一
辺
が
３
０
㎝
を
こ
え
て
い
る
も
の

=

〉
粗
大
ご
み 

 四
．
町
会
費
集
金
状
況 

 

（
担
当 

山
田 

高
志
） 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
「
班
別
町
会
費
集
金
状
況
」・「
班

別
振
込
徴
収
一
覧
表
」
を
提
示
し
、
今
年
内
、
若
し
く
は
，
令
和
八

年
二
月
末
ま
で
に
は
、
集
金
を
完
了
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
し
た
。 

 

五
．
町
会
へ
の
意
見
・
要
望
に
つ
い
て 

（
担
当 

樋
口 

志
津
子
） 

記
入
用
紙
を
添
付
し
、
自
由
に
ご
意
見
・
ご
要
望
を
記
入
し
提
出
し

て
頂
く
よ
う
お
願
い
し
ま
し
た
。 

 

六
．
年
末
・
年
始
夜
警 

 

（
担
当 

磯
崎 

隆
男
） 

「
令
和
七
度
年
末
年
始
夜
警
パ
ト
ロ
ー
ル
シ
フ
ト
」
を
配
布
し
、
参
加

で
き
る
月
日
の
連
絡
を
お
願
い
し
ま
し
た
。 

 十
一
月
・
十
二
月
行
事
日
程 

【
町
会
】 

令
和
七
年
度 

第
二
回
拡
大
役
員
会 

 

十
一
月
八
日
（
土
） 

十
九
時 

 ゆ
う
高
円
寺
東
館 

 

【
防
災
】 

令
和
七
年
度
杉
並
区
総
合
震
災
訓
練 

十
一
月
一
日
（
土
）
十
時
～ 

 

和
田
堀
公
園
第
一
競
技
場 

小
型
ポ
ン
プ
操
作
・
点
検 

十
一
月
十
二
日
（
水
）
十
時
～ 

朝
日
生
命
防
災
倉
庫
前 

女
性
の
た
め
の
防
災
講
座 

十
一
月
十
三
日
（
木
） 

十
四
時 

杉
並
区
役
所 

防
災
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座 

十
一
月
二
十
七
日(

木) 

 

西
荻
窪
区
民
セ
ン
タ
ー 

第
三
回
防
災
行
政
無
線
テ
ス
ト
放
送 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
一
月
十
二
日
（
水
） 

十
一
時
～ 

【
文
化
活
動
】 

書
道
同
好
会 

十
一
月
七
日
金
）・
二
十
二
日
（
金
） 

 
 
 
 
 
 

十
二
月
五
日
（
金
）・
十
九
日
（
金
） 

十
八
時
～ 

ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
東
館 

【
学
校
支
援
本
部
】 

杉
三
小
屋
上
環
境
整
備 

 

十
一
月
九
日
（
日
）・
十
二
月
十
四
日
（
日
）
九
時 

杉
三
の
森
・
池
の
清
掃 

十
一
月
十
六
日
（
日
） 

八
時 

杉
っ
子
ま
つ
り
２
０
２
４ 

 

十
一
月
三
十
日
（
日
）
十
一
時
～ 

杉
三
小
支
援
本
部
会 

十
一
月
五
日
（
水
）
十
時 

杉
三
小
学
習
発
表
会 

十
一
月
十
五
日
（
土
） 

杉
三
小
伝
統
文
化
の
日 

 

十
二
月
六
日
（
土
） 

高
円
寺
ゆ
め
音
楽
祭 

 
 

十
二
月
二
十
日
（
土
）
高
円
寺
学
園 

【
パ
ト
ロ
ー
ル
】 

町
内
パ
ト
ロ
ー
ル
と
地
域
清
掃
活
動 

 

十
一
月
一
日
（
土
）・
十
一
日
（
火
） 

 
 

 

十
二
月
二
日
（
火
）・
十
二
日
（
金
） 

十
六
時
～ 

町
内
パ
ト
ロ
ー
ル 

十
一
月
二
十
一
日
（
金
） 

 

 
 
 
 
 

十
二
月
二
十
二
日
（
月
）
十
九
時
～ 

年
末
夜
警 

十
二
月
二
十
九
日
（
月
）
～
三
十
一
日
（
水
） 


